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日本配線システム工業会規格 JWDS (平成29年9月20日現在)

記号番号 規　格　名 制定日 改正日 頒布価格

JWDS0001 配線用差込接続器及び屋内用小形スイッチの極性表示方法 S44.6.1 H19.7.12 1,000円

JWDS0001-1 配線用差込接続器及び屋内用小形スイッチの極性表示方法 追補 H20.7.10 600円

JWDS0004 開閉の表示方法 S48.12.1 H7.1.12 600円

JWDS0007 住宅用分電盤 S50.6.1 H25.4.1 1,500円

JWDS0007付1 過電流警報装置付住宅用分電盤 H15.12.1 H25.4.1 600円

JWDS0007付2 感震機能付住宅用分電盤 H15.12.1 H25.4.1 600円

JWDS0007付3 避雷機能付住宅用分電盤 H17.4.1 H25.4.1 1,000円

JWDS0007付4 太陽光発電システム対応住宅用分電盤 H25.1.15 600円

JWDS0007付5 自立運転切替機能付分電盤 H27.4.24 1,000円

JWDS0008 家庭用チャイム S50.11.1 H2.2.20 1,000円

JWDS0010 コードセット S51.2.1 H10.9.18 1,000円

JWDS0015 引掛シーリングローゼット S54.9.1 H13.1.23 1,500円

JWDS0017 大角形連用配線器具の取付枠及び共用枠 S59.1.27 600円

JWDS0019 配線用図記号（配線器具） S60.2.15 H13.11.9 1,000円

JWDS0022 差込接続器の定格と極配置 H3.2.19 1,000円

JWDS0028 電源プラグの耐トラッキング性 H7.1.12 H19.4.25 1,000円

JWDS0029 太陽光発電用直流開閉器 H12.1.18 H25.7.26 1,000円

JWDS0030 ねじなし端子式アースターミナル H16.9.13 H20.7.10 600円

JWDS0031 小型２極接地極付３０Ａ２５０Ｖ極配置（ＩＨ調理器用） H18.4.26 600円

JWDS0032 フラッシプレート H19.1.19 1,000円

JWDS0033 EV充電用コンセント・差込プラグ H22.9.10 H23.11.9 1,000円

JWDS0034 合成樹脂製電力量計計器箱 H23.4.20 1,000円

JWDS0035 ＥＶ充電用コンセント盤・コンセントスタンド H24.1.16 H28.11.18 1,000円

JWDS0036 家庭用及びこれに類する用途の直流・特別低電圧クラスⅠ、Ⅱ、Ⅲ、
機器用のプラグとコンセント

H24.3.21 1,000円

JWDS0037 シニアカー、電動バイク、超小型モビリティ、小形電気機械器具等用
の屋外用防雨コンセント

H27.1.19 600円



記号番号 技　術　資　料　名 制定日 改正日 頒布価格

JWD-T02 表示灯内蔵スイッチの使用電圧表示について S60.2.15 300円

JWD-T08 電源電線等の引張試験方法マニュアル H1.4.26 300円

JWD-T09 差込接続器の極配置と適正使用指針 H2.2.20 H4.2.18 400円

JWD-T10 コードセットの取扱い説明書作成マニュアル H5.11.18 400円

JWD-T11 家電機器用等の電源コード取扱い説明書作成マニュアル H5.11.18 400円

JWD-T12 一体成形差込プラグ指針 H8.1.12 H28.8.23 1,000円

JWD-T13 配線器具類の安全確保のための表示ガイドライン H7.1.12 H28.11.18 1,000円

JWD-T15 次世代住宅の配線システムと器具の研究報告 H10.9.18 1,500円

JWD-T16 コード付き電源プラグ推奨ガイドライン H11.4.16 H25.1.15 1,000円

JWD-T17 配線器具の劣化状態診断チェックシート H11.9.14 1,000円

JWD-T19 アクセスフロア内用ＯＡコネクタ H12.1.18 H15.1.22 1,000円

JWD-T20 情報配線器具の技術調査報告書 H12.7.19 1,000円

JWD-T21 住宅における配線設備のリニューアル提案指針 H12.9.13 1,000円

JWD-T22 感震機能付住宅用分電盤　ガイドライン H13.11.9 1,000円

JWD-T23 次世代の安心・安全コンセント・プラグ調査研究報告書（感電防止編） H14.7.22 1,000円

JWD-T24 21世紀に対応した配線システム調査報告書 H14.7.22 1,000円

JWD-T25 海外製タップとトラッキング防止製品の調査報告書 H14.9.17 1,500円

JWD-T27 次世代の安心・安全コンセント・プラグ調査研究報告書（感電防止編・Part2） H17.7.13 1,000円

JWD-T28 単相３線式分岐回路の施工ガイドライン H18.4.26 1,000円

JWD-T29 配線器具　製品環境アセスメントマニュアル H18.7.13 1,000円

JWD-T30 絶縁被覆付プラグの調査研究報告書 H19.9.13 1,500円

JWD-T31 ハロゲンフリー（ポリオレフィン系）電源コードに関する性能評価の調査報告 H22.4.21 1,000円

JWD-T32 配線用差込接続器の挿入力・保持力測定用標準プラグ H22.4.21 500円

JWD-T33 ＥＶ普通充電用電気設備の施工ガイドライン H23.1.17 H28.4.19 1,500円

JWD-T34 住宅における直流配電システム調査報告書 H23.4.20 1,000円

JWD-T35 コード付き電源プラグの耐断線スパーク性試験方法 H24.3.21 600円

JWD-T36 スマートハウスにおける屋内配線システム調査報告書 H25.7.26 1,500円

JWD-T38 横方向荷重試験用プラグ H28.4.19 600円
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日本配線システム工業会 技術資料 JWD-T (平成29年9月20日現在)



電動車両（産業用を除く）のあらまし

定格充電電流 6A以下のもの
定格充電電流 6Aを超えるもの

『軽負荷電動車両』 『高負荷電動車両』 3

車
種
の
一
例

新たに第2版で対象に加えた車種 第1版の対象車種

電動車椅子 電動
アシスト
サイクル

二輪EV 超小型モビリティ PHEV EV自操用
標準型

自操用
ハンドル形

車
両
の
扱
い

道
路
交
通
法

原動機を用いる

歩行補助車等

（歩行者扱い）

軽車両
原動機付

自転車

／自動二輪

定格出力0.6kW以下の原
動機を有する

普通自動車
普通自動車

道
路
運
送

車
両
法

対象外
原動機付自転車

（三輪・四輪）

認定制度に基づく
認定車両

軽自動車級

軽自動車／小型自動車／
普通自動車

運
転
免
許

×不要 ×不要
○原付／

自動二輪
運転免許

○普通自動車運転免許

車
検 ×対象外 ×対象外 ×対象外 ×対象外 ○対象 ○対象



電気保安法令の体系〔一般用電気工作物(注1)関係〕
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電気法規

電気事業法 電気用品安全法 電気工事士法
電気工事業法

電気設備の技術基準

電気法規

電気設備の技術基準
の解釈

電気用品の技術基準
の解釈

電気法規

〔施工資格規制〕〔工作物規制〕

注１ 電気工事士法は自家用電気工作物にも適用、電気事業法は全ての電気工作物に適用。

電気用品の技術基準

強制法令

例示基準

〔用品規制〕

省令

法律

通達



（注） 一部、工作物規制に関係する基準類も存在する。
例；JWD-T28「単相3線式分岐回路の施工ガイドライン」

JWD-T33「EV普通充電設備の施工ガイドライン」補完規格・基準類

電気保安法令を補完する規格･基準体系
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根拠法

所管団体

規格･基準

工作物規制の補完

JESC

日本電気技術
規格委員会

JESC E0005

内線規程

JESC E0022
電気自動車への
充電用電気設備の
設計・施工ガイド

JEAC

日本電気協会
電気技術規程

IEIEJ-G

電気設備学会
指針

JIS 

日本工業規格

JCS

日本電線
工業会規格

用品規制の補完 (注)

JISC

日本工業標準
調査会

JEWA
一般社団法人

日本配線ｼｽﾃﾑ工業会

工業標準化法

JWDS
日本配線ｼｽﾃﾑ
工業会規格

JWDS 0033
EV充電用ｺﾝｾﾝﾄ・
差込プラグ

JCMA

一般社団法人

日本電線工業会

JWD-T
日本配線ｼｽﾃﾑ
工業会技術資料

JWD-T33
EV普通充電用
電気設備の施工
ガイドライン

JWDS 0037
シニアカー、電動バイク、超小型モ
ビリティ、小形電気機械器具等用

の屋外用防雨コンセント

JWDS 0035
ＥＶ充電用コンセント盤・コンセ

ントスタンド
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JEAC 8001-2011 内線規程
日本電気技術規格委員会

JESC E0005(2011)

2012年2月 改訂にて、3597節「電気自動車用普通充電回路の施設」を新設。

最大充電電流10Aを超える電気自動車に住宅等から商用交流を供給する場合の規定を追加。具体的に
はIEC 61851-1に規定するモード1及びモード2により施設する場合について規定。

注：現在の最新版はJEAC8001-2016
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「EV普通充電用電気設備の施工ガイドライン」 第2版の主な改正点

電気設備の施工法令・民間規定類
が未想定/未記載の運用ルール

電動二輪車・電動車いすなど、普通充電に要する

入力電流が小形電気機械器具並みの電動車両への

充電設備規定の整備

Mode2充電用ケーブルセットの使い分けによる

普通車PHEV等の単相100V一般回路による普通充電

のあり方検討

《第2版改正の主題》
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電動車両充電設備の特異点は何か

交流普通充電設備（モード１・２・３）の場合

① 大形電気機械器具並みの電流を消費する、高負荷機器である。

② 1 回の充電時間が数時間～10時間超に及ぶ、連続負荷である。

③ 年間を通じての使用頻度が高く、ほぼ毎日繰り返し接続する、高頻度負荷で
ある。

④ 荒天下での給電・開閉操作が日常的に行われる、屋外使用負荷である。

高負荷電動車両

電
動
車
両
共
通
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電動車両充電用コンセント

JWDS 0033

250V 20A

脱落防止 プラグ係止ロック機構

※写真は一例 ＥＶ充電用コンセント

200V用

単相200V 20A配線用遮断器分岐回路用

JWDS 0033 (※1) JWDS 0037 (※2)

125V 15A 125V 15A

脱落防止

※写真は一例

100V用

高負荷電動車両充電用コンセント 軽負荷電動車両充電用コンセント

単相100V 定格充電電流6Aを超える

高負荷電動車両用

単相100V 定格充電電流6A以下の

軽負荷電動車両用

プラグ係止ロック機構 必要に応じコードフック等を利用



電動車両の普通充電方法（JWD-T33 第1版）

『専用回路』 を施設

JWDS 0033
『EV充電用コンセント』

に接続

『専用回路』 必要？

JWDS 0033
『EV充電用コンセント』

の施設必須？

これら車種の充電施設については
仕様規定が定められていなかった

15

明確化

車
種
の
一
例

新たに第2版で対象に加えた車種 第1版の対象車種

電動車椅子 電動
アシスト
サイクル

二輪EV 超小型モビリティ PHEV EV自操用
標準型

自操用
ハンドル形
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JEAC 8001-201６内線規程
日本電気技術規格委員会

JESC E0005(2016)
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一般回路は不特定多数の負荷機器が同一分岐回路を共用

主幹ブレーカ

分岐回路

一般回路

専用回路

分岐回路

一般回路

専用回路

１つの分岐ブレーカから複数のコンセント・電灯を
接続する分岐回路

不特定多数の機器の為に設けた分岐回路

通常の電気機械器具を対象にしたコンセント回路

１つの分岐ブレーカから１つのコンセントを接続する
分岐回路

特定の機器の為に専用に設けた分岐回路。

ルームクーラー・電気オーブンなど、大形の電気機械
器具を対象にした専用コンセント回路

大形電気機械器具
専用ｺﾝｾﾝﾄ

一般コンセント
最大8箇所（2005年以前は無制限)一般電灯

一般回路：２～3部屋毎に1回路を設置
（複数のコンセント・電灯を接続する分岐回路）

分岐ブレーカ 分岐ブレーカ

専用回路

多数の「小形電気機械器具」を並列接続したとき発現する“平準化効果”を利用して、
「一般回路」では定格負荷容量の算術和を超える不特定多数の負荷機器を使用している



電動車両の普通充電方法（JWD-T33 第2版）

定格充電電流 6A以下のもの
定格充電電流 6Aを超えるもの

『軽負荷電動車両』 『高負荷電動車両』

『専用回路』 を施設

JWDS 0033
『EV充電用コンセント』 に接続

『一般回路』 を利用

JWDS 0037
『シニアカー、電動バイク、超小型モビリティ、小形電気機
械器具等用の屋外用防雨コンセント』 に接続
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車
種
の
一
例

新たに第2版で対象に加えた車種 第1版の対象車種

電動車椅子 電動
アシスト
サイクル

二輪EV 超小型モビリティ PHEV EV自操用
標準型

自操用
ハンドル形
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分岐回路の施設規定 （電技解釈/内線規程第11版に拠る）

分岐回路の電線太さ
（3605-6表)

電線許容電流
(1340-2表)

分岐回路に接続する受口の施設
(3605-8表)

分岐回路のｺﾝｾﾝﾄの施設数(3605-9表)

分岐回路の
種類

銅線
VVｹｰﾌﾞﾙ
3心以下

IV3条以下電
線管収容

コンセントの定格電流
住宅及び
アパート

美容院
やｸﾘｰﾆﾝ
ｸﾞ店

その他

50A超
過電流遮断器の定格電流以上の許容

電流を有するもの
─ ─

50A □14mm2 61A 61A
50A以下
40A以上

2個以下

40A □8mm2 42A 42A
40A以下
30A以上

30A φ2.6mm 33A 33A
30A以下
20A以上 15A・20A兼用ｺﾝｾﾝﾄ使

用禁止20A(ﾋｭｰｽﾞ
に限る)

φ2.0mm 24A 24A 20A

20A配線用
遮断器

φ1.6mm 19A 19A 20A以下
φ1.6mm使用時には
20Aｺﾝｾﾝﾄ原則禁止

8個
以下

10A超の
大形電
気機械
器具用
は1個

業務用機械器
具用は原則1
個、同一室内
に限り2個まで

10個
以下

15A φ1.6mm 19A 19A 15A以下

電技解釈／内線規程では「20A配線用遮断器」分岐回路は15A分岐
回路扱い。（15A/20A兼用ｺﾝｾﾝﾄ用を除き、15A分岐回路と変わらない）



JEAC 8001-2016 内線規程
日本電気技術規格委員会

JESC E0005(2016)

34



主なEV(電気自動車), PHEV(プラグインハイブリッド自動車)の普通充電仕様

『軽負荷電動車両』『高負荷電動車両』

6A 定
格
充
電
電
流
6A
以
下

出典：「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車のための充電設備設置にあたってのガイドブック」2017年6月 国土交通省／経済産業省

 普通自動車級のEV(電気自動車), PHEV(プラグイン・ハイブリッド自動車)の普通充電は基本的に『高負荷電動車両』に該当します。
専用回路を施設して、高負荷電動車両充電用コンセントをお使い下さい。

 一部のプラグイン･ハイブリッド自動車では、100V充電用のケーブルセットを接続したとき『軽負荷電動車両』に該当する車種があり
ます。この場合は、一般回路に軽負荷電動車両充電用コンセントを施設して充電することが出来ます。

定格充電電流 6Aを超えるもの
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